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担当課番号案内の
�
田 
�
保 の表記は　

�
田 …田無庁舎（南町５～６～１３）　

�
保 …保谷庁舎（中町１～５～１）を表します

内　　　　容　　　　等事　　　　業

心身障害者（児）に対し医療費の一部を助成　○身体障害者手
帳１・２級（内部障害は３級を含む）または愛の手帳１・２度  
 ○所得制限あり　※新規申請時65歳以上の方は対象外

心身障害者医
療費の助成
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身体障害者が障害の程度を軽減または障害を除去するための医
療費を負担。　○所得に応じて自己負担あり 　○１８歳以上の身
体障害者手帳の所持者

自立支援医療
費（更生医療）
支給

精神疾患により、医療機関に通院する際にかかる費用の自己負
担分を公費で負担。　○所得に応じて自己負担あり

自立支援医療
費（精神通院）
支給

東京都が定める難病に該当し、認定基準を満たす方に対し、医
療費の一部を助成　○所得に応じ自己負担あり

難病医療費等
の助成

居住者変更届等の受理原子爆弾被害者援護

身体障害者（児）の職業その他日常生活を容易にするため、補装具を
交付・修理。　○身体障害者手帳所持者　○所得に応じて自己負
担あり（ストマは自己負担金の全額を補助）　○支給要件あり

補装具の交付
・修理
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在宅の重度の心身障害者（児）に対し、日常生活を容易にする
ため、日常生活用具を給付　○身体障害者手帳または愛の手帳
を所持する在宅の重度の障害者　○支給要件あり　○所得に応
じて自己負担あり

日常生活用具
の給付

在宅の重度障害者（児）で肢体にかかる障害がある方（下肢ま
たは体幹に係わる障害の程度が３級以上）および補装具として
車いすの交付を受けた内部障害者に対し、日常生活を容易にす
るための家屋の設備改善費を一定限度額内で補助。　○所得に
応じて自己負担あり（６５歳未満一部除外）

住宅設備改善
費の給付

ホームヘルパーから介護や家事など日常生活の支援を受けるサー
ビス　○今年度は更新時期の変更あり。該当者には個別に通知

ホームヘルプ
サービス��
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障害者福祉センター等のデイサービスセンターに通って、機能訓練・
創作活動・日常生活動作訓練や給食、入浴などを受けるサービス

デイサービス

一時的に施設に入所するサービスショートステイ

知的障害者および精神障害者が地域で共同生活を営むためのサービスグループホーム

聴覚および言語障害者に対し、健聴者との意志の疎通を円滑に
するため手話通訳者を派遣。　　　　         

手話通訳者派
遣
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重度脳性麻痺者に対し、生活圏の拡大のために介護券を交付（家
族介護）。　○重度の脳性麻痺者で身体障害者手帳１級を有する
20歳以上の方   ○利用回数月12回まで    

重度脳性麻痺
者介護

障害者の介護人が疾病・出産・冠婚葬祭・休養等により介護が
できなくなったときに、障害者を一時的に保護。　○ 日帰り・
宿泊　○保護時間･保護期間等制限あり　○自己負担あり

心身障害者
（児）施設緊急
一時保護

入浴することが困難な在宅の重度心身障害者に対し、巡回入浴車に
よる入浴サービスを行う。　○身体障害者手帳２級以上・愛の手帳
２度以上または同程度の障害者で常時寝たきりの状態にあるおおむ
ね15歳以上の方　○月４回　○介護保険対象者を除く

巡回入浴サー
ビス

１人ぐらし等の重度身体障害者の家庭生活の安全を確保するた
め、緊急通報システムを設置。　○18歳以上の１人ぐらし等の
重度身体障害者    ○協力員の登録を要する

重度身体障害
者緊急通報シ
ステム

身体に障害を持つため外出が困難な車いす利用者等に車いすの
まま乗車できる自動車の運行を行う。　○車いすを使用しなけ
れば歩行が困難な方および重度の視覚障害者　○利用条件、運
行範囲あり 

移送サービス

障害者の方への
主な福祉施策

　市で行っている障害者の方等への主な助成制度・サービス
の提供等についてご案内します。
　なお、制度によっては、介護保険と重複する場合には、介
護保険が優先されるものがあります。　　　　
◆障害福祉課（�保 �内線２３４１～２３４８）

内　　　　容　　　　等事　　　　業

在宅の心身障害者に対して、自動車燃料費の一部を助
成　○自ら運転　身体障害者手帳４級以上　○同居家
族が運転　身体障害者手帳３級以上・愛の手帳３度以
上 ・脳性麻痺者・進行性筋萎縮症者　○助成額  月額 
3,000円（二輪車 1,500円)　○所得超過者・施設入所
者等は非該当　○タクシー料金助成との重複不可

自動車燃料費
の助成
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在宅の身体障害者手帳３級以上・愛の手帳３度以上の
方がタクシーを利用するときの料金の一部を助成。　
○自動車燃料費助成との重複不可　○助成額　月額 
3,000円　○所得超過者・施設入所者等は非該当

タクシー料金
の助成 

身体障害者手帳３級以上・愛の手帳４度以上の方（内
部障害者については４級以上、下肢または体幹に係る
障害については５級以上で歩行困難な方)で、適性試験
に合格した方が、運転免許を取得するときの費用の一
部を補助。　○所得制限あり

自動車運転教
習費の助成

身体障害者手帳１・２級の上肢、下肢または体幹機能障
害者で、就労等に伴い自らが所有し運転する自動車の
一部を改造する必要がある場合に、改造費の一部を補
助。　○所得制限あり

自動車改造費
の補助

身体障害者手帳４級以上・愛の手帳４度以上の方・脳性麻痺
・進行性筋萎縮症の方　○所得超過者・施設入所者等は非該当

心身障害者福
祉手当
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20歳以上で身体障害者手帳１・２級程度、愛の手帳１・
２度程度の障害の重複がある方またはこれらと同程度
の身体障害、疾病もしくは精神の障害のある方　○所
得超過者・施設入所者等は非該当

特別障害者手
当

20歳未満で身体障害者手帳１・２級程度、愛の手帳１・２度程
度またはこれらと同程度の身体障害、疾病もしくは精神の障
害のある方　○所得超過者・施設入所者等は非該当

障害児福祉手
当

治癒が困難な疾病にかかっており、現に治療を継続中
で東京都難病者医療費助成制度による�都 医療券を所持
している方および点頭てんかんの方

難病者福祉手
当

重度の知的障害の方、重度の知的障害と身体障害の重
複のある方、重度の肢体不自由で四肢機能を失い、座
ることが困難な方　○所得超過者・施設入所者等は非該当

重度心身障害
者手当

障害についての悩みや相談等（障害を持つ方またはそ
の家族の方が相談員）　○身体障害者相談日（第２水曜
日）、知的障害者相談日（第３火曜日）　午後１時～３
時　田無・保谷両庁舎で実施

身体・知的障
害者相談日
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障害者就労支援センターで、コーディネーターによる
就労面と生活面の支援の提供　身体・知的障害者対象

障害者就労援
助事業

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�


　

▽
児
童
扶
養
手
当

４
月
分
か
ら
手
当
額
が
改
定
さ
れ

ま
し
た
。

　

母
子
家
庭
等
の
方
に
支
給
さ
れ

て
い
る
児
童
扶
養
手
当（
国
制
度
）

の
額
が
、
４
月
分
か
ら
０
・
３
パ

ー
セ
ン
ト
引
き
下
げ
に
な
り
ま
し

た
。（　

円
〜　

円
の
減
額
）

１６０

３０

　

改
定
後
の
額
は
、
全
部
支
給
月
額
４
万
１
千　

円
、
一
部
支
給
月
額

７２０

４
万
１
千　

円
〜
９
千　

円
（
所
得
に
応
じ
て　

円
刻
み
）
で
す
。
第

７１０

８５０

１０

２
子
の
５
千
円
、
第
３
子
以
降
１
人
に
つ
き
３
千
円
の
加
算
額
は
変
更

あ
り
ま
せ
ん
。　

　

▽
特
別
児
童
扶
養
手
当

４
月
分
か
ら
手
当
額
が
改
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

障
害
の
あ
る
児
童
を
養
育
し
て
い
る
方
に
支
給
さ
れ
て
い
る
特
別
児

童
扶
養
手
当
の
額
が
、
４
月
分
か
ら
引
き
下
げ
に
な
り
ま
し
た
。

改
定
後
の
額
は
、
１
級
月
額
５
万　

円
、
２
級
月
額
３
万
３
千　

円
で

７５０

８００

す
。

　

な
お
、
詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
子
育
て
支
援
課
（
�田
 
�
内
線　

、
�保

 
�
内
線　

）

１５２５

２１４２

　

公
園
マ
ナ
ー
に
つ
い
て

の
苦
情
で
、「
植
え
込
み

に
、
犬
の
フ
ン
・
空
き
缶

・
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
等
の
ご

み
を
捨
て
る
人
が
い
る
」

「
引
き
綱
（
リ
ー
ド
）
を

は
ず
し
た
犬
に
か
ま
れ
そ

う
に
な
っ
た
」「
遊
具
が
壊

さ
れ
て
い
る
」
な
ど
と
い

っ
た
も
の
が
数
多
く
寄
せ

ら
れ
て
い
ま
す
。
利
用
者

に
不
快
感
を
与
え
る
ば
か
り
で
な
く
、
公
園
の
美
観
が
そ

こ
な
わ
れ
ま
す
。

　

み
ん
な
で
ル
ー
ル
を
守
り
、
ゴ
ミ
（
犬
の
フ
ン
・
空
き

缶
・
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
等
）
は
自
宅
に
持
ち
帰
る
よ
う
に
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
公
園
内
で
犬
を
放
す
の
は
や
め
て
く
だ
さ
い
。

必
ず
引
き
綱
（
リ
ー
ド
）
に
つ
な
い
で
散
歩
す
る
よ
う
に

心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

〈
公
園
は
自
分
の
家
と
思
っ
て
、
き
れ
い
に
使
い
ま
し
ょ

う
〉

◆
公
園
緑
地
課
（
�保
 
�
内
線　

）
２４３４
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お
知
ら
せ

　

児
童
手
当
の
６
月
分
以

降
の
新
規
申
請
は
、
５
月

中
に
し
て
く
だ
さ
い
。


